
道有財産の一般競争入札
（期 間 入 札）

物 件 資 料

物 件 番 号 ２

入札申込期限 令和 ７年 １０月１７日（金） 午後５時３０分

入札受付期限 令和 ７年 １０月３０日（木） 午後５時３０分

開札日時及び場所 令和 ７年 １０月３１日（金） 午前９時３０分から

札幌市中央区北３条西６丁目

北海道庁本庁舎塔屋 共用２号会議室

最低売却価格 ８ ,３８０ ,０００円
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物件番号 ２

物 件 概 要 説 明 書

この物件概要説明書は、入札参加者が物件の概要を把握するための資料ですので、必ずご自身で現地及び

諸規制等を調査・確認の上、申し込みされるようお願いします。

１ 不動産の使用履歴

北海道水産種苗鹿部センターは、ウニ種苗の全道供給を目的として昭和５４年１２月に施設を建設。

以降、全道各地のウニの種苗生産等を担ってきたが、市町村や漁協の種苗生産体制の整備が進んだこ

ともあり、平成２４年３月をもって施設閉場。 閉場後は、施設を使用することなく現在に至っている。

２ 不動産の表示

(1) 土 地

所在・地番 茅部郡鹿部町字本別539番545 地 目 宅 地

地 積 登記簿面積 17,785.21㎡

画地の状況 間 口 約 172.00 奥 行 約 130.00 形 状 不整形地

ｍ ｍ

中間画地 準角地 ・ 角 地 ・ 二方路 ・三方路・ 四方路 ・ 無道路地（ ）

（備考）町道出来潤道路3号線は、当施設までで延長が終了している。

(2) 建 物

住居表示 茅部郡鹿部町字本別539番地545、539番地545先 家屋番号 539番545

種 類 管理育成場 構造 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺 平家建

床 面 積 １階 4,500 ㎡ ２階 ㎡ ㎡ 延床面積 4,500㎡

（ 登記簿 実測 ）（ 登記簿・実測 ） （ 登記簿・実測 ） （ 登記簿 実測 ）

建築年月 昭和５４年１２月 新築

（備考）平成７年に飼育棟屋根を大規模改修実施。令和６年度に下がり屋根一部腐食区間を撤去。

その他の建物・工作物・各種機器の状況については、「１４その他」欄に記載

住居表示 茅部郡鹿部町字本別539番地545、539番地545先 家屋番号 539番545 符号1

種 類 車庫・電気室 構造 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺 平家建

床 面 積 １階 116.00 ２階 ㎡ ㎡ 延床面積 116.00 ㎡

㎡

（ 登記簿 実測 ）（ 登記簿・実測 ） （ 登記簿・実測 ） （ 登記簿 実測 ）

建築年月 昭和５４年１２月 新築

（備考） 平成９年に車庫・電気室の屋根を全面改修

その他の建物・工作物・各種機器の状況については、「１４その他」欄に記載

住居表示 茅部郡鹿部町字本別539番地545、539番地545先 家屋番号 539番545 符号2

種 類 ポンプ室 構造 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺 平家建

床 面 積 １階 67.49 ㎡ ２階 ㎡ ㎡ 延床面積 67.49 ㎡

（ 登記簿 実測 ）（ 登記簿・実測 ） （ 登記簿・実測 ） （ 登記簿 実測 ）

建築年月 昭和５４年１２月 新築

（備考） 平成９年にポンプ室の屋根を全面改修

その他の建物・工作物・各種機器の状況については、「１４その他」欄に記載

住居表示 茅部郡鹿部町字本別539番地545、539番地545先 家屋番号 539番545 符号3

種 類 倉庫 構造 木造亜鉛メッキ鋼板葺 平家建

床 面 積 １階 155.52 ２階 ㎡ ㎡ 延床面積 155.52 ㎡

㎡

（ 登記簿 実測 ）（ 登記簿・実測 ） （ 登記簿・実測 ） （ 登記簿 実測 ）

建築年月 昭和５５年１２月 新築

（備考）建物・各種機器の状況については、「１４その他」欄に記載
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(3)立 木

立 木 無 ・ 有

名称 構造 新設年月 昭和 年 月 数量

工作物 名称 構造 新設年月 昭和 年 月 数量

名称 構造 新設年月 昭和 年 月 数量

（備考）

施設の廻り全面に立木あり（倒木あり）

３ 交通機関、公共施設等との関係

交 通 機 関 Ｊ Ｒ 函館本線 鹿部駅 北東方角 約１,８００ ｍ

バ ス 函館バス 出来潤築港停留所 北西方角 約 ７００ ｍ

公共施設等 鹿部町役場 約 ５,５００ｍ

４ 敷地と接面道路との関係

接道方向 幅 員 舗 装 整 備 路 線 名 画地との高低差

南西 ６.０ 済 済 町道出来潤道路３号線 等高

道 路 位 置 指 定 道 路

道路境界線後退（セットバック）による建築確認対象面積の減少 無 ・ 有 ７で説明

（備考）

５ 賃貸借等による第三者占有の有無

賃貸借契約 １ 無

（土地・建物） ２ 有 （平成 年 月 日付け賃貸借契約に基づく）

明渡しの有無 １ 有 （平成 年 月 日までに明渡し）

２ 無

（備考）

６ 登記簿に記載されている事項（令和６年１１月２８日現在）

別添登記事項証明書のとおり

７ 法令に基づく制限の概要

(1) 都市計画法・土地区画整理法に基づく制限

区 域 ・ 区 分 都市計画区域 （ 内 ・ 外 ）

都 市街化区域・市街化調整区域・非線引区域・準都市計画区域・その他

市 都 市 計 画 道 路 無 ・ 有 （１ 計画決定 ２ 事業決定 名称 幅員 ｍ）

計 許可等の種類

画 開 発 許 可 等 無 ・ 有 １ 許 可 番 号 号（平成 年 月 日）

法 ２ 検査済番号 号（平成 年 月 日）

８ 完 了 公 告 号（平成 年 月 日）

その他 急傾斜崩壊危険区域等指定は該当なし

換 地 仮換地指定（ 未 ・ 済 ） 平成 年 月 日 号

土 土地区画整理事業計画 (予定)

地 （有 ・ 無 ・ 施工中） 期 日 換地処分の公告 平成 年 月 日

区 名称 （予定・ 済 ）

画 （ ） 清算金 無 ・ 有（ ）

整

理 （備考）

法
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(2) 建築基準法に基づく制限

用 途 地 域 指定なし

地 域 ・ 地 区 ・ 街 区 建築協定 無 ・ 有 （ ）

地区計画区域 無 ・ 有 （ ）

建築面積の限度（建ぺい率制限） 建築可能な建築面積 ㎡

なし

延べ床面積の制限（容積率制限） 建築可能な延床面積 ㎡

なし

外 壁 後 退 無 ・ 有

壁 面 線 の 制 限 無 ・ 有

建 物 の 高 さ 制 限 なし

私道の変更又は廃止の制限 該当しない ・ 無 ・ 有 （ ）

（備考）

(3) その他の法令に基づく制限

文化財保護法 無 ・ 有 （制限の内容 ）

土壌汚染対策法 無 ・ 有 （制限の内容 ）

（備考）

8 当該宅地建物が造成宅地防災区域、土砂災害警戒区域内か否か

造成宅地防災区域 区域外 ・ 区域内

宅地造成等規制区域

土砂災害警戒区域 区域外 ・ 区域内

9 私道負担等に関する事項

私道負担等の有無 無 ・ 有 該当地番

１ 対象不動産に含まれる私道に関する負担等の内容

建築基準法42条2項等により後退(セットバック)する部分の面積 ㎡

２ 対象不動産に含まれない私道に関する事項 負担金

負担面積 ㎡（持分 ／ ）

建築基準法42条2項等により後退(セットバック)する部分の面積 ㎡

備考（使用料、維持管理の負担等）

所有名義人 住 所

氏 名

備考（使用料、維持管理の負担等）

10 石綿使用調査の内容

石綿使用調査結果（石綿の有無） 有 ・ 無 ・ 未調査

※使用されている建材に石綿が含まれている場合がある。

その場合の除去費用は購入者負担となる。

実 施 機 関 －

調査年月日 －

調査対象石綿 クリソタイル（白石綿）、アモサイト（茶石綿）、クロシドライト（青

石 綿 使 用 石綿）アンソフィライト、トレモライト、アクチノライト

調 査 対 象 吹付けアスベスト、吹付けロックウール、吹付けひる石（バーミキュ

調査の内容 ライト）、パーライト吹付け、発泡けい酸ソーダ吹付け、折板裏打ち

建 築 材 料 石綿断熱材で含有する石綿の重量が0.1％を超えるもの

使 用 場 所 無 ・ 有 使用場所（設計図書から煙突に保温材を使用）

処 理 状 況 平成 年 月 日 除去 ・ 封込 ・ 囲込

（備考）吹き付けアスベストは含有していないが、煙突に保温材を使用していることを設計図書で確

認している。建物解体等の際には、法令等の規程に基づいて適正に処理すること。
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11 耐震診断及び補強の内容

耐 震 診 断 の 有 無 該当しない ・ 有 ・ 無

耐震補強工事の有無 無 ・ 有 平成 年 月

（備考）当施設は、昭和５４年に建設した建物であるが耐震診断は行っていない。（昭和５６年以前に

建築した建物が耐震診断の対象）

12 飲用水・ガス・電気の供給施設及び排水施設の整備状況

上 水 道 有 引込可能 ・ 無 （ ）

接面道路に配管あり。配管種別は「VPΦ100」。

大型施設等のため水道圧が低く、受水槽が必要となる場合があります。

有 ・ 引込可能 ・ 無

下 水 道 接面道路に配管なし。（下水道は整備されていない）

電 気 有 ・ 引込可能 ・ 無 （ ）

高圧配線は有り、低圧配線は無し。

電気を使用する際は、供給設備（引込線・計測器等）の設置工事が必要となりますので

で、電力会社へ供給方法及び契約内容について確認願います。

都市ガス 有 ・ 引込可能・ 無

（備考）

13 添付書類

１ 位置図 ２ 地積面積計算書 ３ 地籍図

４ 登記事項証明書（土地・建物） ５ 建物図面 ６ 施設図面

添付書類は全て写しである。

14 その他

(1) 全て現状有姿での売却とします。

(2) 地中調査は行っておりませんので、把握していない埋設物（建物の基礎の一部等）が存在している場

合があります。

それらの埋設物の撤去費用等については、購入者負担になりますので、ご承知願います。

(3) 「3.交通機関、公共施設等との関係」及び「4.敷地と接面道路との関係」のうち交通機関については

交通機関からみた不動産の位置を記載しています。その他については、不動産から見た公共施設等及び

道路の位置を記載しています。

(4) その他情報については、「物件概要説明書別紙」を参照し、現状を十分把握願います。

また、これまでに道及び不動産鑑定士により現地調査を行った際の情報についても、「参考事項」と

してまとめております。



「物件概要説明書別紙」 
 
 北海道水産種苗鹿部センターは、昭和５４年に建設し全道各地へ種苗を供給する施設

として役割を担ってきましたが、市町村や漁協の種苗生産体制の整備が進んだことか

ら、平成２４年３月に施設を閉場しております。 

 現在、建築後４５年が経過しており、主体施設のほか設備や工作物についても老朽化

等が著しい状況となっており、当施設を稼動するためには購入者の改修・修繕が必要と

考えられる施設であることから、売払いについて次のとおり記載しますので承知してく

ださい。 

 

【特記事項】 

〇 本物件は以前、海水を扱う水産種苗生産施設でした。 

〇 本物件は、土地・建物及び工作物（取送水管、排水管、コンクリートＵ字溝、アスファ

ルト舗装、水槽等）の附帯する全ての財産について、現状有姿による売却になります。 

〇 本物件の建物、海水取水管一式を含む附属設備、機械等については、平成２４年３月の

閉場以降未使用であり、売払いに向けて稼動確認を実施しておりません。財産の引渡し後、

使用するために必要な修繕費・負担金等については、すべて購入者の費用負担となります。 

〇 契約締結後、建物・工作物及び設備が破損や倒壊した場合や、自然災害等が発生した場

合であっても、売主は一切責任を負いません。 

〇 契約締結後に自然損耗、経年変化による劣化・腐食等を原因として、取送水管、ポンプ

等の附属設備の不具合や、雨漏り、水漏れなどが生じたとしても、それらは隠れた瑕疵に

該当するものではありません。補修等については、購入者の費用負担で行ってください。 

〇 本物件に係るすべての工作物・設備・備品等を撤去する場合は、すべて購入者の費用負

担となります。 

〇 ポンプ室の敷地（土地）の周辺は、海岸に隣接しており波浪等による海岸浸食が進行し、

斜面の後退や濁水の流出などが発生しています。また、敷地の一部は海岸浸食により崩落

しています。侵食対策等の詳細情報については、函館建設管理部にお問い合わせください。 

 

【手続きに関する事項】 

<海岸用地占用許可申請> 

〇 取水管及びポンプ室は、函館建設管理部から占用許可を受けている土地に建設（設置）

していることから、購入者は引き続き同施設を使用するため、新たに占用許可申請手続き

が必要となります。また、占用許可後は毎年占用使用料が発生します。 

   なお、占用許可を得た後に、購入者が都合により同許可を廃止（中止）した場合、原状

回復（撤去及び更地）する必要があります。（海中取水管撤去に加え、ポンプ室の建物及

び基礎部分の撤去など） 

 ○ 詳細は函館建設管理部へお問い合わせください。 

<消防関係手続き> 

〇 本物件は、Ａ重油貯蔵のため地下貯蔵タンクを埋設していますが、現在は施設閉場に伴

い、平成２４年５月に鹿部消防署に「防火対象物使用休止届出書」を届出しております。

購入者におかれましては、同消防署に「防止対象物使用開始届出書」の提出の必要有無に



ついてご確認願います。 

 〇 この地下貯蔵タンクについては、危険物の規制に関する規則等の法律により、令和元年

に地下埋設配管及び地下貯蔵タンクの漏れの点検期間延長申請、並びに危険物貯蔵所特例

適用申請を鹿部消防署に行っており、年に１回の点検を実施する必要があります。 

   ※令和７年度の点検は実施済みです。 

 なお、当地下貯蔵タンクの塗覆装種類は「モルタル等」であるため、設置年数４０年以

上５０年未満に流出防止対策（改修又は撤去）を講ずる必要があります。 

 ○ 詳細は鹿部消防署へお問い合わせください。 

 
【その他事項】 

〇 本物件は、全て耐震化診断調査は行っておりません。 

〇 本物件は、天井板の一部に石綿フレキシブル板、煙突には保温材をしておりますが、現

状では飛散する恐れはありませんので、解体する場合には十分留意してください。 

〇 飼育棟においては電源ケーブルの一部が撤去された形跡があり、かつ動力盤の配線等が

破損していることから、このままでは作動しません。  

〇 本物件の詳細については、北海道水産林務部森林海洋環境局成長産業課にて閲覧に供し

ております。購入希望者におかれましては、特記事項及び手続きに関する事項に加え、参

考事項を閲覧くださるようお願いします。なお、閲覧に供する図面と現況が相違している

場合は、現況を優先します。 

〇 土地境界を示す境界標については確認できておりません。そのため境界表示は登記簿に

記載されているＸＹ座標値をお示しすることによって代えさせていただきます。 

 

【参考事項】 

①管理育成場 

<各室共通事項（建物）> 

・屋根の一部では雨漏りの跡が見られます。 

・令和６年 10 月には下がり屋根の一部腐食区間（約 14ｍ）を撤去しています。 

・各室及び廊下（通路）のコンクリート打設している場所は、劣化により亀裂等が発生して

いる箇所が見られます。 

・建物を支えるＨ形鋼柱の基部の腐食が進み、コンクリートに亀裂が生じている箇所がござ

います。 

・グレーチングは、腐食が著しいことから使用することができません。 

・作業用シャッターは、飼育棟、保管工作スペース及びボイラ室に設置していますが、開閉

については確認していません。（鍵穴劣化及び鍵なしのため） 

・鉄鋼建具（扉）は、錆び付き腐食が著しく、一部で開閉が困難です。 

・天井材の一部は剥がされて穴が開いています。 

・鉄鋼建具（扉）は、錆び付き腐食が著しく、一部で開閉が困難です。 

 

（飼育棟） 

・配管は、腐食により使用はできません。 

・飼育棟の窓ガラスのうち、一部は破損しておりベニヤ板で塞いでいます。 



・窓枠のアルミ建材は、経年劣化により隙間が生じています。 

 

（その他） 

・水槽置場の排水溝に設置している配管は、腐食が著しく使用できません。 

・採苗室の床は隆起しています。 

 

<工作物> 

〇各室共通事項 

・各室の暖房機器は、錆び付きや劣化により機器の使用は困難と思われます。 

・各箇所の電灯分電盤ボックスは、錆び付きが著しく開閉困難なものがあります。 

・屋内消火栓（１台）にホースが設置されておりません。 

・各室に設置のファンコンベクターは、腐食・錆び付きが著しくなっています。 

・天井材に 50cm 程度の穴が開いている箇所が数カ所ございます。 

〇事務室 

・自動火災報知機は、配線状況及び作動を確認していません。 

・警報盤の各室（設備）への接続は確認していません。 

〇ボイラ室 

・海水調温用ボイラの配管カバー等は破損しています。 

・暖房・給湯用ボイラの作動状況は確認していません。 

・暖房循環ポンプケーシングは、腐食及び配管に破断部分があります。 

 ・給湯循環ポンプケーシングは、腐食によりフランジからゴムパッキンが抜け使用できませ

ん。 

〇二次ろ過器 

・腐食が著しくなっています。 

・土台コンクリートにひび割れが発生しています。 

〇機械室 

・ろ過ポンプの電動機・ポンプ・バルブ・パッキンは、何れも劣化が激しくなっています。 

・オイルギヤポンプの配管は、腐食が著しくなっています。 

〇飼育室 

・配管は破損場所が多く使用することができません。 

・排水用の塩ビ管は、劣化による痩せ細り配管機能を有していません。 

〇その他 

・便所、洗面所の配管については確認していません。 

・便器は破損しています。 

 

②ポンプ室 

<共通事項（建物）> 

・ドアの鍵が開きません。 

・屋根及び外壁は経年劣化により腐食しています。 

・鉄骨・柱脚部及び地下通路階段は腐食が著しくなっています。 

・出入口の鋼製扉は、錆び付き及び破損により開閉が困難となっています。 



・鉄骨点検歩廊は腐食が著しくなっています。 

 

<工作物> 

・取水ポンプ設置場所には、雨水又は海水が堆積しポンプベース付近及び配線部分まで浸水

していることに加え、錆び付きも著しいことから、取水ポンプの再稼動は困難と考えていま

す。 

・取水ポンプバルブは、劣化及び錆び付きにより開閉が困難と考えています。 

・圧力扇の動作は確認しておりません。 

 

③車庫・電気室 

<共通事項（建物）> 

 ・ドアノブが破損しています。 

・屋根及び外壁等は、経年劣化により腐食しています。 

・電気室の鋼製扉は、破損及び腐食により開閉が容易にできません。 

・外壁鉄板の腐食が顕著です。 

 

<工作物> 

・ブロアの動作及びバルブの開閉は確認していません。 

・ブロアの電動機及びベルトカバー等は、錆び付きが多くなっています。 

・圧力扇の稼動は確認しておりません。 

・電気室に設置の非常用発電機は、故障しているため使用は困難です。 

 

④倉庫 

<共通事項> 

・ドアの鍵が開きません。 

・屋根及び外壁は、経年劣化により腐食しています。 

・シャッターの開閉は確認しておりません。 

 

⑤その他 

<コンリクート水槽> 

・破損し、鉄筋が露出しています。 

・配管（塩ビ管）は、一部分断しているため、現状での使用はできません。 

 

<一次ろ過器> 

・電磁弁は、部分的に腐食・錆び付きが発生しています。 

・底面接続部のフランジは、著しく腐食しており漏水の可能性があります。 

・トレンチカバーは腐食が進行しています。 

・排水塩ビ管は、劣化によりやせ細り使用することができません。 

 

<屋外水槽置場> 

・グレーチングは、腐食により使用することができません。 

・排水溝内の配管は、腐食により使用することができません。 



北海道水産種苗鹿部センター　位置図
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